
個別避難計画作成に係る概念図（障害支援区分） 
 

※１ 相談支援専門員の不足により、当分の間は委託せず、区の職員が実施 
※２ 本人同意を原則とするが、知的障害又は意思疎通に係る障害等の理由により本人の意思を確認できない場合等は、本人同意がなくても個別避難計画を作

成し、避難支援等関係者と情報共有する。 
※３ 個別避難計画の作成に関係する者が参加する会議（委託後は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの給付制度において、相談支援専門員がサー

ビス等利用計画の作成等を行っている既存のサービス担当者会議等の場を活用する。） 

避難行動要支援者（本人） 

受給者台帳 
（障害者福祉課保有） 

地域調整会議（※３） 区（障害者福祉課、 
防災課） 

相談支援事業所 
（担当相談支援専門員） 

避難支援等 
関係者 

①・対象者抽出 
 ・対象者のサービス等利用計画作成 

事業所及び計画作成担当者の把握 
【目的外利用】 

②意向調査及び計画
作成の委託（※１） 

③意向調査（※１） 

⑤計画書作成依頼 
【本人同意が得られない 

場合は外部提供（※２）】 
⑦情報集約（※１） 

④本人同意 
（計画作成・ 

情報共有） 

区（障害者福祉
課、防災課） 

相談支援 
事業所 

本人 
・家族 

その他関係 
機関及び 
協力者 

障害福祉サービス
事業所 

サービス等利用計画
案・障害児支援利用

計画案 
（障害者福祉課保有） 

〔対象者抽出等から計画作成に係る本人同意までの流れ〕 

⑨計画書の提供 
【本人同意が得られない 

場合は外部提供（※２）】 

〔計画作成の流れ〕 

区（障害者福祉課、 
防災課） 

相談支援事業所 
（担当相談支援専門員） 

本 人 に 関 わ
り が あ る 公
的機関、医療
機関等 

⑥各課が他の業務で保
有している情報の共有 
【本人同意が得られない 
場合は目的外利用 
（※２）】 

⑥情報共有 
【本人同意が得られない 
場合は本人外収集（※２）】 

⑥情報収集 
【本人同意が 
得られない場合は 
本人外収集 
（※２）】 

⑧計画書提出（※１） 

避難行動要支援者名簿
（防災課保有） 

別紙３ 


